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わが家のアイドル

お父さんとお母さんの自慢のたからも
の。ずっと兄妹なかよく笑っていてね。
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マイナポータル メールフォーム

■応募資格　町内に住所があり小学校入学
前まで　■応募方法　郵送または E-mail
で写真と必要事項を記入し応募してくださ
い。▶必要事項　①名前（ふりがな）②年
齢③性別④ご両親の名前（ふりがな）⑤住
所⑥電話番号⑦お子さんに向けた一言メッ
セージ　■応募先　〒 029-4592 役場総
務課広報公聴係 E-mail：kouhou@town.
kanegasaki.iwate.jp ※写真は返却できま
せん。■その他　二次元バーコードからも
応募できます。問　総務課（内線 2319）

毎日パパとママにたくさんの幸せをあ
りがとう！もう少しでお兄ちゃんにな
りますね。変わらず、優しく元気いっ
ぱい楽しい陽でいてください。

父  奈
だい

希
き

さん  母  結
ゆい

さん（谷地下）

石川  陽
はる

くん（2 歳）

上手に歯みがきできました！
これからも頑張ろうね！
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町ホームページ

　新型コロナウイルス感染症の対応は、感染拡大の
状況に応じて随時見直しを行います。
　最新の情報は、町ホームページまたは
下記に問い合わせください。
問　新型コロナウイルス感染症対策本部
事務局（保健福祉センター☎ 44-4560）

新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口
発熱等の症状のある人が

相談・受診を希望する場合
①かかりつけ医に電話相談
②受診・相談センター
　　（全日 24 時間、☎ 019-651-3175、
　　FAX：019-626-0837）
③奥州保健所
　　（平日午前 9 時～午後 4 時 30 分、☎ 22-2831）

【全般的な相談】
①一般相談窓口（岩手県コールセンター）
　　（午前 9 時～午後 9 時、☎ 019-629-6085、
　　FAX：019-626-0837）
②外国人向け相談窓口
　　（いわて外国人県民相談・支援センター）
　　（毎日午前 9 時～午後 8 時、☎ 019-654-8900、

MAIL：iwate-support-center@iwate-ia.or.jp）

令和 5 年 春の全国交通安全運動
■期間　
　5 月 11 日㈭～ 20 日㈯
■スローガン　
　「運転は　ゆとりとマナーの　二刀流」
■運動の重点
１．子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
２．横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向
　上
３．自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の
　徹底
▶駐停車車両などの陰に目配りをしましょう。体
の小さな子どもは、乗用車やバス、トラックなど
のちょっとした物陰にも隠れてしまいます。車な
どの陰から子どもがとび出してくることを予測し
ながら走行しましょう。
▶横断歩道は歩行者優先です。運転者には横断歩
道手前での減速義務や停止義務があります。歩行
者の横断を妨げないようにしましょう。
問　生活環境課（内線 2136）

■期間　
　5 月 1 日㈪～ 31 日㈬
■スローガン
　「自転車に　乗るなら必ず　ヘルメット」
■推進の重点
①自転車の交通ルールの遵守
②歩行者に配慮した安全利用と全ての自転車利
用者によるヘルメット着用の推進
③飲酒運転、二人乗り、並進、傘さし、携帯電
話・ヘッドホン使用などの危険な行為の禁止
問　生活環境課（内線 2136）

自転車の安全利用推進期間が始まります

ヘルメット着用が
努力義務になりました

　年齢を問わず、自転車を運転する人は、
ヘルメットをかぶるよう努めましょう。
　自転車のヘルメット非着用時の致死率
は、着用時と比べて約 3 倍にも及びます。


